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１ 業務名 

市税振替及び還付口座登録業務 

 

２ 業務の目的・概要 

市税の納税義務者が、安心・確実かつ便利に、納税することができる手段として口

座振替を推奨している。また、過誤納金還付は、口座振込の方法で還付している。 

本業務では、納税義務者から申請される口座振替依頼書の受領から内容確認（申請

者や金融機関等との調整を含む）を行い、口座情報を登録することや、市税の過誤納

金が発生した場合の還付処理に必要となる口座情報の確認・登録する業務などを効率

的に実施することを求めるものである。 

 

３ 業務所管課 

本業務の実施においては、下記の業務所管課及び業務関連課と連携し、実施するこ

と。 

業務を進めるにあたり疑義が生じた場合や、業務システムの操作・権限等の調整に

ついては業務所管課と必要な協議を行い、その指示に従うこと。 

【業務所管課】 

熊本市財政局税務部納税課（電話番号：096-328-2204） 

【業務関連課】 

熊本市財政局税務部市民税課東税務室（電話番号：096-367-9138） 

熊本市財政局税務部市民税課西税務室（電話番号：096-329-1174） 

熊本市財政局税務部市民税課南税務室（電話番号：096-357-4143） 

熊本市財政局税務部市民税課北税務室（電話番号：096-272-1114） 

熊本市健康福祉局健康福祉部国保年金課（電話番号：096-328-2270） 

 

４ 取扱期間 

令和６年１０月１日から令和９年９月３０日まで 

 

５ 業務量（令和４年度実績等を踏まえた想定件数） 

（１）還付事務で生じる口座登録件数 

申請総件数 年間約 19,746 件 

月別受理数 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

552件 952件 2,411件 2,511件 4,511件 2,302件 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

1,202件 1,001件 1,501件 1,301件 1,001件 501件 
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（２）徴収事務で生じる口座振替依頼件数 

申請総件数 年間約 9,344 件  

月別受領数 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

815件 555件 2,514件 1,160件 855件 355件 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

405件 355件 305件 595件 1,005件 425件 

 

６ 業務内容 

（１）還付処理の事前通知発送支援業務 

ア 業務所管課が出力した還付対象者への通知物を受領すること。 

イ 受領した通知物を過去の振込実績（還付口座情報）の有無で仕分けを行い、

それぞれに必要な添付書類をつけて封入を行うこと。なお、封入作業は適切な

手法を検討することとし、その手法については業務所管課と協議の上、決定す

ること。 

ウ 通知書一式を封緘し、業務所管課へ提出すること。 

エ 作業についての報告書様式、封入封緘したものの発送スケジュールについて

は、業務所管課と協議し、受託者が作成する業務計画書及び作業マニュアルに

おいて定めること。 

 

（２）還付口座の登録業務 

ア 申請分受領（窓口分・郵送分・「電子申請サービス」経由分） 

（ア）業務所管課窓口・「電子申請サービス」経由で受領した申請書について

は、業務所管課から書類等を適切な形で受領すること。 

（イ）郵送については、本市側で総合行政事務センターへ直接届くよう設定を

行うため、適切に受領し、開封・整票を行うこと。 

（ウ）公金還付口座利用希望者は、申請書受付処理後に口座番号を業務端末で

確認すること。 

（エ）（ア）・（イ）・（ウ）の詳細な受領方法やタイミングなどに関しては業務所

管課と協議し、受託者が作成する業務計画書及び作業マニュアルにおいて

定めること。 

イ 還付対象者（口座振込未登録者）の口座振込依頼書の審査 

（ア）氏名、金融機関名、口座番号等必要な事項が全て記載されているか確認

すること。 

（イ）記載漏れ、添付書類不足などの不備があった場合は、申請者へ架電また

は不備通知を送るなど、不備解消及び内容の是正を行うこと。 
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（ウ）申請情報については、申請者、申請日、処理状況などをデータ（リス

ト）化し、相手方や業務所管課らの進捗確認などに適切に対応できるよう

にすること。 

ウ 還付先口座情報の登録 

（ア） 審査済みの口座振込依頼書の情報を業務システムに登録すること。 

（イ） 公金還付口座利用希望者分は、Ａネット端末で調査した口座番号を登録す

ること。 

（ウ）登録後、業務所管課へ作業完了の報告を行うこととし、報告方法について

は、協議の上、効率的な手法を定めること。 

 

（３）口座振替希望者への申請発送業務 

   ア 納税義務者からの電話による口座振替依頼書送付の受付対応を行うこと。

（想定受付数は年間 200件程度） 

イ 依頼者情報を把握し、納税義務の有無や引き落とし可能時期など口座振替が

可能なものか把握した上で、口座振替依頼書の発送作業を行うこと。 

ウ 口座振替申請書など関係書類一式を封緘し、業務所管課へ提出すること。 

エ 作業についての報告書様式、封入封緘したものの発送スケジュールについて

は、業務所管課と協議し、受託者が作成する業務計画書及び作業マニュアルに

おいて定めること。 

 

（４）本市へ直接届く口座振替依頼書の登録業務 

   口座振替依頼については、基本的に各金融機関窓口へ申請し、金融機関の審査を

経て振替可能な口座振替依頼書のみ本市へ届く流れ（※（５）金融機関から届く口

座振替申請内容の登録作業部分）が主となるが、本市へ直接届く依頼書については

次のとおりを行うこと。 

ア 依頼書の受領業務（窓口・郵送・ＷＥＢ申請分） 

（ア）業務所管課窓口で受領した依頼書については、業務所管課から書類等を

適切な形で受領すること。 

（イ）郵送については、本市側で総合行政事務センターへ直接届くよう設定を

行うため、適切に受領し、開封・整票を行うこと。 

（ウ）ＷＥＢ申請データについては、業務所管課でデータを受領し、ダウンロ

ードしたものを提供するため、適切に受領すること。 

（エ）（ア）・（イ）・（ウ）の詳細な受領方法やタイミングなどに関しては業務所

管課と協議し、受託者が作成する業務計画書及び作業マニュアルにおいて

定めること。 

イ 申請内容の確認業務（窓口受領分のみ） 

（ア）氏名、押印、金融機関名、口座番号等必要な事項が全て記載されている

か確認すること。 
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（イ）申請者情報を確認し、業務システムで納税義務者であることを確認する

こと。 

（ウ）記載漏れ、添付書類不足などの不備があった場合は、申請者へ架電また

は不備通知を送るなど、不備解消及び内容の是正を行うこと。 

（エ）（ア）～（ウ）の審査を経た口座振替依頼書を金融機関へ送付し、審査を

依頼すること。その際、口座確認依頼用の管理簿を作成し状況を把握する

こと。 

 

（５）金融機関から届く口座振替依頼書内容の登録業務 

ア 各金融機関から送付された口座振替申請書を受領すること。 

イ 申請情報については、申請者、申請日、金融機関や申請者との連絡や処理状

況などをデータ（リスト）化し、相手方や業務所管課らの進捗確認などに適切

に対応できるようにすること。 

ウ 金融機関で承認された口座振替依頼書は、金融機関ごとに開始期、税目ごと

に仕分けを行い、申請書内容を業務システムへ入力すること。 

エ 登録後、業務所管課へ作業完了の報告を行うこととし、報告方法について

は、協議の上、効率的な手法を定めること。 

オ 本市窓口で受付した申請書のうち、金融機関で不承認された口座振替申請書

は、不承認の理由を記載したお知らせ文書又は依頼書原本への補記等により、

解消し、再度金融機関へ審査依頼を行うこと。 

カ 不備内容については、必要に応じて申請者へ架電または不備通知を送るな

ど、不備解消及び内容の是正を行うこと。また内容や時期に応じて、口座振替

のタイミングが間に合わない場合は、申請者へ現状の振込方法（納付書払）で

対応するよう案内を行うこと。 

 

（６）その他業務・全般的事項 

ア 各業務の詳細な手法、プロセス、スケジュールについては、業務所管課、受

託者双方の効率化に資するよう、受託者が主体的に業務計画書及び作業マニュ

アルの提案・作成を行い、業務所管課と協議の上、決定すること。 

イ 各業務については、閑繁期などにかかわらず、滞留させることなく、速やか

に行うこと。 

ウ 業務の制度改正や業務システムの仕様変更などにより、手法や工程について

見直しが必要となった場合には、業務所管課と協議の上、臨機応変に業務計画

書及び作業マニュアルの見直しを図ること。 

エ 業務全般の進捗管理を適切に行い、常に業務所管課と共有できる体制を構築

すること。共有方法に関しては業務所管課と協議の上、決定すること。 
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７ 業務プロセス（概要） 

６業務内容で記した各業務の大まかなプロセスは次のとおり。下記の業務フロー図は

令和５年度に実施した現状業務内容の調査結果に基づき作成したものであり、受託事業

者はこれを参考に、再度業務要件の整理を行い、フロー図を作成すること。 

（１）還付処理の事前通知発送支援業務 

 

（２）還付口座の登録業務 
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（３）口座振替希望者への申請発送業務 

 

 

（４）本市へ直接届く口座振替依頼書の登録業務 

（５）金融機関から届く口座振替依頼書内容の登録業務 
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８ 年間業務スケジュール 

 各業務の年間のスケジュールは下記の通り。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

還付処理の

事前通知発送

支援業務

還付口座の

登録業務

口座振替希望者

への申請発送

業務

口座振替依頼書の

登録業務

還付対象者通知作成

封入封緘・抜取り

起案・決裁

発送

口座振替申請受付（窓口・郵送）

点検・書類の不備確認

内容確認・入力

口座振替申請受付（窓口・郵送）

点検・書類の不備確認

内容確認・入力

完了報告連絡

起案・決裁

入金データ作成

口座振替用紙希望受付（電話受付）

封入封緘

発送

口座有無確認

入金データ作成・納品

口座振替通知書作成・発送
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９ 成果物の納品および報告 

以下の「成果品（提出書類）一覧」について、それぞれの納入期限を参考に、業務所管課

に提出を行うこと。 

なお、詳細な納品日や納品方法については業務所管課と協議の上、業務計画書の中で整

理するものとする。 

成果物 添付（付属）書類 納品日 

業務計画書 協議の上決定 業務所管課の承認を得た上

で業務着手日までに 

（変更が必要な場合） 

協議の上決定 

作業マニュアル 協議の上決定 業務所管課の承認を得た上

で業務着手日までに 

（変更が必要な場合） 

協議の上決定 

日別・月別処理状況報告書 協議の上決定 業務所管課と協議の上、報

告頻度を決定 

還付事前通知封緘作業完了

届 

還付事前通知書（封緘完了

後） 

毎月１０日頃 

 

還付先口座登録作業完了届 口座振込依頼書 毎月１０日、２５日頃 

 

口座振替申請者発送作業完

了届 

口座振替依頼書（封緘完了

後） 

随時 

金融機関への口座情報審査

依頼完了届 

審査依頼送付済書 随時 

口座振替依頼書登録完了届 

 

口座振替依頼書 

 

毎月 1日、１５日頃 

 

 

１０ 関連様式 

様式１ 過誤納金還付兼充当通知書(登録口座有） 

様式２ 過誤納金還付兼充当通知書(登録口座無） 

様式３ 過誤納金還付口座振込依頼書 

様式４ 過誤納金還付口座振込依頼書（ＷＥＢ申込用） 

※様式は現在作成中であり、契約締結後に提示する 

様式５ 口座振替依頼書・自動払込利用申込書（紙申込用） 

様式６ 口座振替依頼書兼自動払込利用申込書（ＷＥＢ申込用） 

様式６ 令和〇年度（20○○年度）口座振替申込書（当初納付書添付） 
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様式１ 

 



11 

 

様式２ 

 



12 

 

様式３ 
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様式５ 
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様式６ 
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様式７ 

 


